
 

Ｑ２ ⽉途中で公費が併⽤になった場合のレセプトの対処⽅法                           

■⽉途中で公費が併⽤になりました。訪問看護療養費の登録は、どのように対処すればいいですか。 
 

■Ａｎｓｗｅｒ 
『寿』では、⽉途中から公費併⽤になった場合、単独のレセプトと公費併⽤のレセプトが２枚作成されますので、 
１枚のレセプトにまとめる必要があります。 
 
例） 

下記の例は、後期⾼齢者医療の利⽤者が、「H30/5/20」より⽣活保護法医療の受給者になった場合に、後
半の「後期⾼齢者医療＋⽣活保護」のレセプトにまとめる⽅法です。 
「後期⾼齢者医療＋⽣活保護」のレセプトの「実⽇数」、「療養費の回数」、「療養費の計」、「公費分⾦額」、
「訪問⽇」、「合計」欄を手修正します。 

 
（１）【訪問看護療養費】の登録 

（ａ）メニュー【医療保険請求】→【訪問看護療養費】画⾯で、[編集]ボタンをクリックすると、⽉の前半に有効
な保険の情報が表示されます。 
実績には、後半の保険も含んだ⼀⽉分の実績を⼊⼒し、[登録]ボタンをクリックして登録してください。 

 
 

（ｂ）続いて後半に有効な保険の情報を表示して実績の確認をしてください。 
前半の保険と後半の保険は、「他保険組合有」の◀または▶をクリックして切り替えます。 

 
 

 
 
 
                           〜 次ページへ続く 〜 

Point︕ 
訪問看護療養費の画⾯では、保険が複数あっても実績の⼊⼒部分は同じデータが表示されます。 

前半に有効な保険「後期⾼齢者医療」 
が表示されます。 

「他保険組合有」

後半に有効な保険「後期⾼齢者医療+⽣活 
保護」が表示されます。 



（２）レセプトの作成 
（ａ）メニュー【医療保険請求】→【訪問看護療養費】画⾯で、［レセプト］ボタンをクリックすると、⽉の前半に

有効な保険のレセプト情報が表示されます。 
以下は、前半の「後期⾼齢者医療」のレセプト画⾯例です。 
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（ｂ）⽉の後半に有効な保険のレセプト情報は、「他レセプト有」の▶をクリックして切り替えます。 
以下は、後半の「後期⾼齢者医療＋⽣活保護」のレセプト画⾯例です。 
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「他レセプト有」 
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（ｃ）後半のレセプトに、前半のレセプト内容を加えます。 
以下のレセプトは、「後期⾼齢者医療＋⽣活保護」に「後期⾼齢者医療」のレセプトを加えたものです。 
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①+⑩ 

⑩ 

②+⑮ 
記号ボタンから
○を選択して該
当する⽇付を○
で囲む。 

④+⑫ ③+⑪ ⑬ 

⑥+⑬ ⑦+⑭ ⑮ ⑤ 

⑧ 

⑨+⑯ 

公費分⾦額合計。 
11,100 円 + 5,960 円 
合計 17,060 円となる。 
 



（３）続いて、レセプトを 1 枚にまとめたら、「後期⾼齢者医療」の単独のレセプトを、「保留」にします。 
（ａ）メニュー【医療保険請求】→【訪問看護療養費】画⾯で、［レセプト］ボタンをクリックします。 

 
 
 

 

      
 

（ｂ）[編集]ボタンをクリックして、「後期⾼齢者医療」のレセプトが表示されていることを確認後、「レセプト作成
保留」をチェックし、[登録]ボタンをクリックして登録してください。 
前半のレセプトと後半のレセプトは、「他レセプト有」の◀または▶をクリックして切り替えます。 

 
 

 
 
 
 
 

      
 

 

[レセプト]ボタンを
クリック。 

レセプト作成保留を
チェック。 


